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⑱⑱自自死死遺遺
族族相相談談 ご相談はLINE公式アカウント

（@700tgyoc）にて対応しておりま
す。

第２・第４火　21:30～25:00（最終
受付　24:30）
お問い合わせ　info@griefplaza-
tomoni.com

〇 ×

＃９１１０（プッシュ回線）
(０５２)９５３-９１１０

平日 9：00～17：00 ○ ○

■県民相談　［県政相談、交通事故相談等］

愛知県県民相談・情報センター （０５２）９６２－５１００ 平日 　9：00～17：15 ○ ○

（０５７０）００３－１１０ 平日  8：30～17：15 ○ ○

（０５７０）７８３－１１０

名古屋法律相談センター
　9：10～16:30（土日祝日を含む）
※年末年始を除く

その他の法律相談センター
　月～金　9:30～16:30
　※祝日を除く

×

○
（要予約・
有料（た
だし、離

婚相談は
初回無

料）

（０５７０）７８３－１１０

名古屋法律相談センター
　9：10～16:30（土日祝日を含む）
※年末年始を除く

その他の法律相談センター
　月～金　9:30～16:30
　※祝日を除く

×

○
（要予約・
有料（た
だし、離

婚相談は
初回無

料）

■行政相談［国の行政機関、独立行政法人、特殊法人等の業務に関する苦情・相談］

行政苦情１１０番（中部管区行政評価局）（または、身近な
行政相談委員にご連絡ください。）

（０５７０）０９０－１１０
平日  8：30～17：30
（上記以外は留守番電話により受付け
ます）

○ ○

くらしの行政・法律相談所 （０５２）９６１－４５２２ 毎日  10：00～18：00
（祝日・年末年始は除く）

○ ○

※受付時間／「平日」の記載：土・日・祝日・年末年始を除く。

※令和5年10月1日現在。詳細は各相談窓口にご確認ください。

⑳⑳そそのの他他 警察安全相談 （愛知県警察本部）
［犯罪等による被害の未然防止や暮らしの安全と平穏に係る
相談等］

みんなの人権１１０番
（名古屋法務局人権擁護部・愛知県人権擁護委員連合会）
［悩みごと・困りごと相談］

一般法律相談
（最寄りの地域の法律相談センター：愛知県弁護士会）
［離婚、相続専門、労働の各相談を含みます。］

リメンバー名古屋自死遺族の会
偶数月に名古屋市内で遺族の集いを開催しています。

特定非営利活動法人グリーフプラザともに

民事介入暴力相談
（最寄りの地域の法律相談センター：愛知県弁護士会）
［離婚、相続専門、労働の各相談を含みます。］

⑲⑲自自死死遺遺
族族のの自自助助
ググルルーーププ

その他、西三河・東三河各県民相談室で相談が受けられます。

［ホームページ］https：//remember-nagoya.org
［Ｅメールアドレス］remember_nagoya@yahoo.co.jp
［ＦＡＸ］（０５０）３５８８-８０９７
［郵便］ 〒612-8799京都府京都市伏見区撞木町1148　伏見郵便局留
リメンバー名古屋自死遺族の会

～こころの居場所～AICHI自死遺族支援室
（奇数月に名古屋市内で遺族会を開催しています。）

［ホームページ］ https://cocoroibasyo.org/
［Eメールアドレス］cocoroibasyo@yahoo.co.jp

※メール・電話相談は行っていません。対面でのご相談を希望される方はホームページ
をご確認ください。

Dearest（ディアレスト）
～家族以外の大切な人を亡くされた方の会～
（2ヶ月に1回、分かち合いの集いを開催しています。）

［ホームページ］ https：//dearest.heya.jp/
［Ｅメールアドレス］the.dearest1@gmail.com

-101-

-102- 
 

＜トピックス 6＞ 

ああいいちちアアーールル・・ブブリリュュッットト  －－  ゲゲイイジジュュツツののチチカカララ  －－  

 

愛知県では、「あいちアール・ブリュット障害者アーツ展」（作品展、舞台・ステージ発表、トークイ

ベント等）の開催など、障害のある方の芸術・文化活動を通じて、障害のある方の社会参加と障害への

理解が深まり、障害の有無を越えた交流が広がることを目指しています。 

 

 

 

平成 28 年に、障害のある 2 名の方が、 

「絵を描くこと」を仕事として、一般 

企業に就職（在宅勤務）しました。 

在宅勤務なので、事務所や店舗に出勤 

するのではなく、自宅で創作活動に取 

り組まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社は、彼らが絵を描くことを応援し、会社の名前を PR

しながら作品展などに出展したり、作品が店舗に飾られたり

することで、会社の広報をしています。 

この取組は、ハローワークと県、福祉・アートの専門家の

連携により実現したもので、全国的にもめずらしいものです。

令和 6 年 1 月末現在、県内で 21 名の方が就職されています。 

皆さん、就職後は作品の幅や作風が広がったり、創作の時

間が長くなったりと、「絵を描くこと」が「仕事」になった

自覚をもって、創作に取り組まれています。 

あいちアール・ブリュットのゲイジュツのチカラは、福祉

や芸術の分野を超えて広がっています。 

 

 

 

 

 

ロロゴゴママーークク「「ゲゲイイジジュュツツののチチカカララ」」  

芸術には、作る人・見る人、そして障害のある人・ない人の心を変える大き

なチカラがある。そのチカラは、お互いを認め合うボーダーのない社会への

推進力になると信じています。 

「「絵絵をを描描くくこことと」」がが仕仕事事にに  

「桜とうぐいすとメジロ」 

大村綾子 

（（株）ネクステージ） 

「虎」 

大村綾子 

（（株）ネクステージ） 

「森へ行こう」 

戸苅宏二 

（（株）ネクステージ） 
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